
規

則 

さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
九
号 

 
 

 

さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

さ
い
た
ま
ス
ー
パ
ー
ア
リ
ー
ナ
管
理
規
則
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
百
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

        

め
、
同
表
イ
ベ
ン
ト
設
備
の
項
中
「
八
二
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
一
〇
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、

同
表
そ
の
他
の
項
中
「
一
六
、
五
〇
〇
」
を
「
三
三
、
〇
〇
〇
」
に
、
「
一
六
五
、
〇
〇
〇
」
を

「
三
三
〇
、
〇
〇
〇
」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
一
号
（
一
）
及
び
様
式
第
一
号
（
二
）
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 
」
を

削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
の
改
正
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

別
表
照
明
設
備
の
項
中 「 
ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
三
キ
ロ

ワ
ッ
ト
） 

一
台 

一
六
、
五
〇
〇 

 

」 を 
 

「 

」 

表
音
響
設
備
の
項
中 

「 

」 

を 

ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
三
キ
ロ

ワ
ッ
ト
） 

一
台 

一
六
、
五
〇
〇 

 

ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
（
三
キ
ロ

ワ
ッ
ト
） 

一
台 

四
一
、
三
〇
〇 

 
に
改
め
、
同 

 

に
改 

「 

」 

五
、
〇
〇
〇  

 

八
、
三
〇
〇 

 

 

 

㊞
 

あ
て
先

 
宛
先

 

あ
て
先

 
宛
先

 

 


